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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者自らの意志による随意運動が困難又は不能になったリハビリ対象部位を有する患者
のリハビリテーションに用いるリハビリテーションシステムであって、
　患者の目に対して患者のリハビリ対象部位を遮蔽可能な表示部と、
　患者のリハビリ対象部位が運動しているとの自己運動錯覚を患者に誘起させるための視
覚刺激を患者に与えるために、患者のリハビリ対象部位に相当する相当部位が動いている
映像を、患者から見て患者のリハビリ対象部位に重なる位置関係で前記表示部に表示する
ように、前記表示部に対して制御を行う制御部と、を備え、
　前記制御部は、患者が直接患者のリハビリ対象部位を見た場合の、患者のリハビリ対象
部位の見た目の大きさよりも、患者が前記表示部に表示された前記相当部位の映像を見た
場合の、前記相当部位の映像の見た目の大きさの方が、患者から見て大きく見えるように
、前記表示部に対して制御を行うリハビリテーションシステム。
【請求項２】
　前記制御部は、前記表示部に表示される前記相当部位の映像を、動いている状態と静止
している状態とで交互に切替えを行うように、前記表示部に対して制御を行う請求項１に
記載のリハビリテーションシステム。
【請求項３】
　患者の部位を撮像可能な撮像装置を備え、
　前記制御部は、患者のリハビリ対象部位が患者の身体において左右で対をなしている一
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方の部位である場合に、他方の部位を撮像するように前記撮像装置に対して制御を行い、
前記撮像した他方の部位の映像を左右反転させた映像を、前記相当部位の映像として前記
表示部に表示するように、前記表示部に対して制御を行う、請求項１又は請求項２に記載
のリハビリテーションシステム。
【請求項４】
　前記制御部は、前記撮像装置による撮像開始及び撮像終了を前記相当部位の動作に基づ
いて行うように、前記撮像装置に対して制御を行う、請求項３に記載のリハビリテーショ
ンシステム。
【請求項５】
　前記制御部は、前記表示部において、前記撮像装置により撮像されているリアル画像と
、前記撮像装置により撮像され録画された録画画像とを切替えて表示するように、前記表
示部に対して制御を行い、少なくとも前記リアル画像から前記録画画像へ切替えるときに
、オーバーレイ機能により、前記リアル画像における前記相当部位の映像から、前記録画
画像における前記相当部位の映像へ、前記相当部位が連続的になめらかに移行するように
表示するように、前記表示部に対して制御を行う、請求項４に記載のリハビリテーション
システム。
【請求項６】
　前記表示部から患者のリハビリ対象部位までの距離を、前記表示部から患者の目までの
距離よりも短くするように、前記患者のリハビリ対象部位を収容する対象部位収容空間を
有する請求項３～請求項５のいずれかに記載のリハビリテーションシステム。
【請求項７】
　前記撮像装置は、像反射部に反射された前記他方の部位を撮像する請求項６に記載のリ
ハビリテーションシステム。
【請求項８】
　少なくとも患者と前記表示部とを覆い、少なくとも患者及び前記表示部を収容する暗所
を構成する覆い部材を備える、請求項１～請求項７のいずれかに記載のリハビリテーショ
ンシステム。
【請求項９】
　患者のリハビリ対象部位は、手首から先の手の部分であり、
　患者の肘から手首までの前腕を支持する前腕支持部材を備え、
　前記前腕支持部材は、前記前腕支持部材により患者の前腕が支持されているときに手首
から先の手の部分に対向する前記前腕支持部材の部分を中心として回転可能である請求項
１～請求項８のいずれかに記載のリハビリテーションシステム。
【請求項１０】
　前記表示部の表示面は、患者から患者の前方へ遠ざかるにつれて上方へ向かうように傾
斜している請求項１～請求項９のいずれかに記載のリハビリテーションシステム。
【請求項１１】
　前記表示部の表示面は、患者の矢状面を中心として左方向、右方向のそれぞれに沿って
上方へ向かうように傾斜している請求項１～請求項１０のいずれかに記載のリハビリテー
ションシステム。
【請求項１２】
　前記表示部の表示面は、患者の前方であって患者の矢状面上の位置を中心として水平方
向に平行に回転させられた位置関係を有する請求項１０に記載のリハビリテーションシス
テム。
【請求項１３】
　患者のリハビリ対象部位を強制的に動かす身体駆動部を備え、
　前記制御部は、前記表示部に表示された前記相当部位に前記身体駆動部が同期して駆動
するように前記身体駆動部に対して制御を行う請求項１～請求項１２のいずれかに記載の
リハビリテーションシステム。
【請求項１４】
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　患者のリハビリ対象部位を強制的に動かす身体駆動部と、
　前記患者から生体信号取得する生体信号取得部と、
　前記自己運動錯覚が誘起された状態を示す特徴的な生体信号を検出する特徴的生体信号
検出部と、を備え、
　前記制御部は、前記特徴的な生体信号を検出したときに、前記身体駆動部が駆動するよ
うに前記身体駆動部に対して制御を行う請求項１～請求項１２のいずれかに記載のリハビ
リテーションシステム。
【請求項１５】
　前記制御部は、前記特徴的な生体信号を検出したときに、前記身体駆動部が駆動するよ
うに前記身体駆動部に対して制御を行うと共に、前記表示部に表示される前記相当部位の
映像が前記身体駆動部と同期して動くように、前記表示部に対して制御を行う請求項１４
に記載のリハビリテーションシステム。
【請求項１６】
　患者自らの意志による随意運動が困難又は不能になったリハビリ対象部位を有する患者
のリハビリテーションに用いるリハビリテーション用プログラムであって、
　患者のリハビリ対象部位が運動しているとの自己運動錯覚を患者に誘起させるための視
覚刺激を患者に与えるために、患者のリハビリ対象部位に相当する相当部位が動いている
映像を、患者の目に対して患者のリハビリ対象部位を遮蔽可能な表示部に、患者から見て
患者のリハビリ対象部位に重なる位置関係で表示させ、
　患者が直接患者のリハビリ対象部位を見た場合の、患者のリハビリ対象部位の見た目の
大きさよりも、患者が前記表示部に表示された前記相当部位の映像を見た場合の、前記相
当部位の映像の見た目の大きさの方が、患者から見て大きく見えるように、前記相当部位
の映像を前記表示部に表示させるように、コンピュータを機能させるリハビリテーション
用プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患者自らの意志による随意運動が困難又は不能になったリハビリ対象部位を
有する患者のリハビリテーションに用いる、リハビリテーションシステム、リハビリテー
ション用プログラム、及び、リハビリテーション方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、患者にリハビリテーションを行うためのリハビリ装置が知られている。例え
ば、特許文献１に記載のリハビリ装置は、患者に麻痺した身体部分の正常な動きを見せる
視覚刺激装置と、身体を駆動する身体駆動装置と、患者の生体信号を検知する手段と、検
知した生体信号から身体を駆動させるためのデータを生成する手段と、生成されたデータ
を身体駆動装置に送信する手段とを有している。プログラムに基づく制御によってリハビ
リ装置は、生体信号の検知又は外部信号をトリガとして、視覚刺激装置と協調して身体駆
動装置が、患者に見せる身体部分の動きと同じ動きを患者に対して強制的に行い、一定時
間当該動きを継続するように動作する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４６１８７９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、脳卒中後の片麻痺患者等においては、損傷半球の運動野に対して非損傷半球か
ら異常な抑制性の入力がある、いわゆる異常半球間抑制が知られており、当該異常半球間
抑制により、自分で運動しようとする意思の生成が困難になっていると考えられている。
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このため、特許文献１に記載されているように、身体を動かすことはおろか、自発的に身
体を動かそうという意思すら発現できないという問題がある。
【０００５】
　また、特許文献１に記載の装置では、患者の生体信号をトリガとして利用できないとき
には、所定間隔で発せられる音等の外部信号をトリガとして利用する。しかし、外部信号
を利用する場合には、患者の意思とは全く無関係に視覚刺激装置や身体駆動装置を動作さ
せるため、現実にはリハビリテーション効果を期待できない。
【０００６】
　本発明は、自発的に身体を動かそうという意思を発現できない患者に対しても自己の身
体が運動をしているような自己運動錯覚を誘起させて、高いリハビリテーション効果を得
ることができるリハビリテーションシステム、リハビリテーション用プログラム、及び、
リハビリテーション方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、患者自らの意志による随意運動が困難又は不能になったリハビリ対象部位を
有する患者のリハビリテーションに用いるリハビリテーションシステムであって、患者の
目に対して患者のリハビリ対象部位を遮蔽可能な表示部と、患者のリハビリ対象部位が運
動しているとの自己運動錯覚を患者に誘起させるための視覚刺激を患者に与えるために、
患者のリハビリ対象部位に相当する相当部位が動いている映像を、患者から見て患者のリ
ハビリ対象部位に重なる位置関係で前記表示部に表示するように、前記表示部に対して制
御を行う制御部と、を備え、前記制御部は、患者が直接患者のリハビリ対象部位を見た場
合の、患者のリハビリ対象部位の見た目の大きさよりも、患者が前記表示部に表示された
前記相当部位の映像を見た場合の、前記相当部位の映像の見た目の大きさの方が、患者か
ら見て大きく見えるように、前記表示部に対して制御を行うリハビリテーションシステム
に関する。
【０００８】
　また、前記制御部は、前記表示部に表示される前記相当部位の映像を、動いている状態
と静止している状態とで交互に切替えを行うように、前記表示部に対して制御を行うこと
が好ましい。
【０００９】
　また、患者の部位を撮像可能な撮像装置を備え、前記制御部は、患者のリハビリ対象部
位が患者の身体において左右で対をなしている一方の部位である場合に、他方の部位を撮
像するように前記撮像装置に対して制御を行い、前記撮像した他方の部位の映像を左右反
転させた映像を、前記相当部位の映像として前記表示部に表示するように、前記表示部に
対して制御を行うことが好ましい。
【００１０】
　また、前記制御部は、前記撮像装置による撮像開始及び撮像終了を前記相当部位の動作
に基づいて行うように、前記撮像装置に対して制御を行うことが好ましい。
【００１１】
　また、前記制御部は、前記表示部において、前記撮像装置により撮像されているリアル
画像と、前記撮像装置により撮像され録画された録画画像とを切替えて表示するように、
前記表示部に対して制御を行い、少なくとも前記リアル画像から前記録画画像へ切替える
ときに、オーバーレイ機能により、前記リアル画像における前記相当部位の映像から、前
記録画画像における前記相当部位の映像へ、前記相当部位が連続的になめらかに移行する
ように表示するように、前記表示部に対して制御を行うことが好ましい。
【００１２】
　また、前記表示部から患者のリハビリ対象部位までの距離を、前記表示部から患者の目
までの距離よりも短くするように、前記患者のリハビリ対象部位を収容する対象部位収容
空間を有することが好ましい。また、前記撮像装置は、像反射部に反射された前記相当部
位を撮像することが好ましい。
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【００１３】
　また、少なくとも患者と前記表示部とを覆い、少なくとも患者及び前記表示部を収容す
る暗所を構成する覆い部材を備えることが好ましい。
【００１４】
　また、患者のリハビリ対象部位は、手首から先の手の部分であり、患者の肘から手首ま
での前腕を支持する前腕支持部材を備え、前記前腕支持部材は、前記前腕支持部材により
患者の前腕が支持されているときに、手首から先の手の部分に対向する前記前腕支持部材
の部分を中心として回転可能であることが好ましい。
【００１５】
　また、前記表示部の表示面は、患者から患者の前方へ遠ざかるにつれて上方へ向かうよ
うに傾斜していることが好ましい。また、前記表示部の表示面は、患者の矢状面を中心と
して左方向、右方向のそれぞれに沿って上方へ向かうように傾斜していることが好ましい
。また、前記表示部の表示面は、患者の前方の位置であって患者の矢状面上の位置を中心
として水平方向に平行に回転させられた位置関係を有することが好ましい。
【００１６】
　また、患者のリハビリ対象部位を強制的に動かす身体駆動部を備え、前記制御部は、前
記表示部に表示された前記相当部位に前記身体駆動部が同期して駆動するように前記身体
駆動部に対して制御を行うことが好ましい。
【００１７】
　また、患者のリハビリ対象部位を強制的に動かす身体駆動部と、前記患者から生体信号
取得する生体信号取得部と、前記自己運動錯覚が誘起された状態を示す特徴的な生体信号
を検出する特徴的生体信号検出部と、を備え、前記制御部は、前記特徴的な生体信号を検
出したときに、前記身体駆動部が駆動するように前記身体駆動部に対して制御を行うこと
が好ましい。
【００１８】
　また、前記制御部は、前記特徴的な生体信号を検出したときに、前記身体駆動部が駆動
するように前記身体駆動部に対して制御を行うと共に、前記表示部に表示される前記相当
部位の映像が前記身体駆動部と同期して動くように、前記表示部に対して制御を行うこと
が好ましい。
【００１９】
　また、本発明は、患者自らの意志による随意運動が困難又は不能になったリハビリ対象
部位を有する患者のリハビリテーションに用いるリハビリテーション用プログラムであっ
て、患者のリハビリ対象部位が運動しているとの自己運動錯覚を患者に誘起させるための
視覚刺激を患者に与えるために、患者のリハビリ対象部位に相当する相当部位が動いてい
る映像を、患者の目に対して患者のリハビリ対象部位を遮蔽可能な表示部に、患者から見
て患者のリハビリ対象部位に重なる位置関係で表示させ、患者が直接患者のリハビリ対象
部位を見た場合の、患者のリハビリ対象部位の見た目の大きさよりも、患者が前記表示部
に表示された前記相当部位の映像を見た場合の、前記相当部位の映像の見た目の大きさの
方が、患者から見て大きく見えるように、前記相当部位の映像を前記表示部に表示させる
ように、コンピュータを機能させるリハビリテーション用プログラムに関する。
【００２０】
　また、本発明は、患者自らの意志による随意運動が困難又は不能になったリハビリ対象
部位を有する患者のリハビリテーションに用いるリハビリテーション方法であって、患者
のリハビリ対象部位が運動しているとの自己運動錯覚を患者に誘起させるための視覚刺激
を患者に与えるために、患者のリハビリ対象部位に相当する相当部位が動いている映像を
、患者の目に対して患者のリハビリ対象部位を遮蔽可能な表示部に、患者から見て患者の
リハビリ対象部位に重なる位置関係で表示させる、相当部位の映像表示ステップを備え、
前記映像表示ステップは、患者が直接患者のリハビリ対象部位を見た場合の、患者のリハ
ビリ対象部位の見た目の大きさよりも、患者が前記表示部に表示された前記相当部位の映
像を見た場合の、前記相当部位の映像の見た目の大きさの方が、患者から見て大きく見え
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るように、前記相当部位の映像を前記表示部に表示させる、相当部位の映像拡大表示ステ
ップを有する、リハビリテーション方法に関する。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、自発的に身体を動かそうという意思を発現できない患者に対しても自
己の身体が運動をしているような自己運動錯覚を誘起させて、高いリハビリテーション効
果を得ることができるリハビリテーションシステム、リハビリテーション用プログラム、
及び、リハビリテーション方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の第１実施形態によるリハビリテーションシステム１を示す前方斜視図で
ある。
【図２】本発明の第１実施形態によるリハビリテーションシステム１を示す側方斜視図で
ある。
【図３】本発明の第１実施形態によるリハビリテーションシステム１を示すブロック図で
ある。
【図４】本発明の第１実施形態によるリハビリテーション用プログラムによる、リハビリ
テーションシステム１の起動時における制御部３０による制御を示すフローチャートであ
る。
【図５】本発明の第１実施形態によるリハビリテーション用プログラムによる、リハビリ
テーションシステム１の録画再生処理における制御部３０による制御を示すフローチャー
トである。
【図６】本発明の第１実施形態によるリハビリテーション用プログラムによる、リハビリ
テーションシステム１のライブラリ再生処理における制御部３０による制御を示すフロー
チャートである。
【図７】本発明の第１実施形態によるリハビリテーション用プログラムによる、リハビリ
テーションシステム１のシステム終了の処理における制御部３０による制御を示すフロー
チャートである。
【図８】本発明の第１実施形態によるリハビリテーションシステム１を用いてリハビリテ
ーションを行っている様子を示す概略図である。
【図９】本発明の第２実施形態によるリハビリテーションシステム１Ａを示す前方斜視図
である。
【図１０】本発明の第２実施形態によるリハビリテーションシステム１Ａの前腕支持部材
１２８Ａを示す平面図である。
【図１１】本発明の第３実施形態によるリハビリテーションシステム１Ｂを示す概略図で
ある。
【図１２】本発明の第４実施形態によるリハビリテーションシステム１Ｃ、及び、本発明
の第５実施形態によるリハビリテーションシステム１Ｄを示す概略図である。
【図１３】本発明の第６実施形態によるリハビリテーションシステム１Ｅを示す概略図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の第１実施形態について図１～図８に基づき説明する。リハビリテーショ
ンシステム１は、患者自らの意志による随意運動が困難又は不能になったリハビリ対象部
位を有する患者のリハビリテーションに用いるリハビリテーションシステムであり、図１
～図３に示すように、覆い部材１１と、載置台１２と、制御部３０と、撮像装置としての
左手撮影用カメラ４１と、撮像装置としての右手撮影用カメラ４２と、被験者観察用カメ
ラ４３と、表示部としての左側ディスプレイ５１と、表示部としての右側ディスプレイ５
２と、オペレータ用ディスプレイ５３と、被験者観察用ディスプレイ５４と、入力部６１
と、を備えている。
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【００２４】
　載置台１２は、脚部１２１と、上板１２５とを有するテーブルにより構成されている。
脚部１２１は、電動のアクチュエータ（図示せず）を有しており、電動のアクチュエータ
が駆動することにより、上下方向に伸縮し、これにより、上板１２５の高さを調整可能で
ある。上板１２５は脚部１２１の上端部に固定されている。上板１２５は略長方形状を有
しており、一対の長辺のうちの一方の長辺の中央部は、上板１２５の中央向かって半円形
状に窪んだ切り欠き部１２６を有している。リハビリテーションシステム１を使用する患
者から見て、切り欠き部１２６を有する上板１２５の一方の長辺が手前側に配置され、切
り欠き部１２６を有する上板１２５の他方の長辺が奥側に配置され、椅子や車椅子等に腰
かけた状態の患者が、半円形状に窪んだ切り欠き部１２６に位置し、且つ、載置台１２の
手前側から奥側を向いた位置（以下「使用位置」と言う）で、載置台１２は患者によって
使用される。
【００２５】
　覆い部材１１は、載置台１２を取り囲む下部１１１と、載置台１２の上方を覆う上部１
１５とを有している。下部１１１は、板状の部材により構成されており、載置台１２の奥
側及び左右側部を取り囲むように構成されている。上部１１５は、載置台１２の上方の空
間の全体を覆うように構成されている。従って、覆い部材１１は、リハビリテーションシ
ステム１を使用する患者から見て、リハビリテーションシステム１の手前側において開口
している。この構成により、覆い部材１１は、患者と後述の表示部としての左側ディスプ
レイ５１及び右側ディスプレイ５２を覆い、患者及び表示部としての左側ディスプレイ５
１及び右側ディスプレイ５２を収容する暗所を構成する。
【００２６】
　覆い部材１１の左右の側部は、窓１１６を有している。窓１１６は、患者から見て奥方
向又は手前方向にスライド可能であり、手前方向にスライドすることにより、窓１１６が
開き、奥方向にスライドすることにより、窓１１６が閉じるように構成されている。窓１
１６を開いた状態として、貫通孔１１７を通してオペレータやセラピストが、覆い部材１
１により覆われている患者のリハビリテーションを行っている様子を、目視で確認するこ
とができるように構成されている。また、覆い部材１１の上部１１５を構成する奥側の壁
部の上端部には、通気孔１１８が形成されている。
【００２７】
　左側ディスプレイ５１、右側ディスプレイ５２、オペレータ用ディスプレイ５３、被験
者観察用ディスプレイ５４、左手撮影用カメラ４１、右手撮影用カメラ４２、被験者観察
用カメラ４３、及び、入力部６１は、制御部３０に電気的に接続されている。
【００２８】
　左手撮影用カメラ４１、右手撮影用カメラ４２、及び、被験者観察用カメラ４３は、Ｃ
ＣＤカメラ等により構成されている。左手撮影用カメラ４１は、使用位置にいる患者の左
手を撮影可能に、使用位置にいる患者の左手の上方に位置する覆い部材１１の内側の上部
に固定されている。右手撮影用カメラ４２は、使用位置にいる患者の右手を撮影可能に、
使用位置にいる患者の右手の上方に位置する覆い部材１１の内側の上部に固定されている
。被験者観察用カメラ４３は、使用位置にいる患者の様子を撮影可能に、使用位置にいる
患者の上方に位置する覆い部材１１の内側の上部に固定されている。
【００２９】
　入力部６１は、キーボード、マウス、タッチパネル等（図示せず）により構成されてい
る。入力部６１は、覆い部材１１の外部に設置されている。入力部６１を構成するタッチ
パネルは、オペレータ用ディスプレイ５３上に設けられている。入力部６１からの入力に
基づき、制御部３０における各種の設定を行うことができるように構成されている。
【００３０】
　オペレータ用ディスプレイ５３及び被験者観察用ディスプレイ５４は、入力部６１を構
成するキーボードやマウス、後述の制御部３０を構成するコンピュータと同様に、覆い部
材１１の外部に設置されている。オペレータ用ディスプレイ５３は、入力部６１から制御
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部３０への入力に基づく設定値等を表示する。被験者観察用ディスプレイ５４は、被験者
観察用カメラ４３により撮影された被験者としての患者の様子を表示する。
【００３１】
　左側ディスプレイ５１は、左側ディスプレイ部５１１と左側モニターアーム５１２とを
有している。同様に、右側ディスプレイ５２は、右側ディスプレイ部５２１と右側モニタ
ーアーム５２２とを有している。左側ディスプレイ部５１１は、載置台１２の上板１２５
に載置された左側モニターアーム５１２によって、支持されている。右側ディスプレイ部
５２１は、載置台１２の上板１２５に載置された右側モニターアーム５２２によって、支
持されている。従って、左側ディスプレイ部５１１と載置台１２の上板１２５との間には
、患者の左手を挿入する空間が形成されている。同様に、右側ディスプレイ部５２１と載
置台１２の上板１２５との間には、患者の右手を挿入する空間が形成されている。
【００３２】
　左側ディスプレイ５１は、患者のリハビリ対象部位が左手である場合に使用され、右側
ディスプレイ５２は、患者のリハビリ対象部位が右手である場合に使用される。例えば、
患者のリハビリ対象部位が左手である場合には、図８に示すように、左手を左側ディスプ
レイ部５１１と載置台１２の上板１２５との間の空間に挿入することにより、左側ディス
プレイ５１は、患者の目に対して患者のリハビリ対象部位である左手を遮蔽する。その際
、左側ディスプレイ５１には、例えば、撮影された患者の右手が左右反転させられ、且つ
、設定された倍率で拡大されて表示される。このとき、左腕ＬＡは、患者の目によって直
接目視されている。同様に、患者のリハビリ対象部位が右手である場合には、右手を右側
ディスプレイ部５２１と載置台１２の上板１２５との間の空間に挿入することにより、右
側ディスプレイ５２は、患者の目に対して患者のリハビリ対象部位である右手を遮蔽する
。その際、右側ディスプレイ５２には、例えば、撮影された患者の左手が左右反転させら
れ、且つ、設定された倍率で拡大されて表示される。
【００３３】
　制御部３０は、ＣＰＵ等の演算処理装置と記憶部とを有するコンピュータにより構成さ
れている。制御部３０は、覆い部材１１の外部に設置されており、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏ
ｎｌｙＭｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、及び、
フラッシュメモリ等を有しており、リハビリテーション用プログラムが、各種のデータや
プログラムとともに記憶されている。リハビリテーション用プログラムが実行されること
により、例えば、前述のように、左側ディスプレイ５１に、撮影された患者の右手が左右
反転させられて表示されたり、右側ディスプレイ５２に、撮影された患者の左手が左右反
転させられて表示されたりするように、制御部３０は、左側ディスプレイ５１や右側ディ
スプレイ５２等に対して制御を行う。
【００３４】
　次に、リハビリテーション用プログラム及び、リハビリテーション方法について、リハ
ビリテーション用プログラムが実行されたときの制御部３０による制御に基づき説明する
。左側ディスプレイ５１に対する制御部３０の制御と、右側ディスプレイ５２に対する制
御部３０の制御とは、表示等が左右対称であること以外は同様であるため、以下、左側デ
ィスプレイ５１に対する制御部３０の制御について説明し、右側ディスプレイ５２に対す
る制御部３０の制御については、説明を省略する。同様に、患者については、患者のリハ
ビリ対象部位が左手である場合について説明し、患者のリハビリ対象部位が右手である場
合については、説明を省略する。
【００３５】
　リハビリテーション用プログラムが実行されることにより、制御部３０は、患者のリハ
ビリ対象部位としての左手が運動しているとの自己運動錯覚を患者に誘起させるための視
覚刺激を患者に与えるために、患者のリハビリ対象部位に相当する相当部位としての右手
が動いている映像を、患者から見て患者のリハビリ対象部位である左手に重なる位置関係
で、表示部としての左側ディスプレイ５１に表示するように、左側ディスプレイ５１に対
して制御を行う。この際、制御部３０は、患者が直接患者のリハビリ対象部位である左手
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を見た場合の、患者の左手の見た目の大きさよりも、患者が表示部としての左側ディスプ
レイ５１に表示された相当部位としての右手の映像を見た場合の、右手の映像の見た目の
大きさの方が、患者から見て大きく見えるように、左側ディスプレイ５１に対して制御を
行う。これにより、リハビリテーション方法が実施される。ここで、「左側ディスプレイ
５１に対して～を表示する制御を行う」とは、左側ディスプレイ５１において～が表示さ
れるように、左側ディスプレイ５１に対して制御を行う場合のみならず、広く、左側ディ
スプレイ５１において～が表示されるように、～のデータが、制御部から左側ディスプレ
イ５１へ出力されて、それが左側ディスプレイ５１においてそのまま表示され、結果とし
て、左側ディスプレイ５１において、～が表示される場合までも含むことを意味する。
【００３６】
　具体的には、リハビリテーションシステム１は、オペレータにより操作されることによ
り、患者のリハビリテーションを行う。先ず、リハビリテーションシステム１が起動させ
られると、ステップＳ１において、制御部３０は、オペレータにデバイスの選択を促す表
示をオペレータ用ディスプレイ５３に表示する制御を、オペレータ用ディスプレイ５３に
対して行う。具体的には、例えば、患者のリハビリ対象部位が左手である場合には、左手
のリハビリテーション用のデバイスを選択する旨を入力し、患者のリハビリ対象部位が右
手である場合には、右手のリハビリテーション用のデバイスを選択する旨を入力する。そ
の他、例えば、患者のリハビリテーションと同時に被験者を観察する場合には、被験者（
患者）観察用のデバイスを選択する旨を入力し、アナログ出力を行う場合には、アナログ
出力用のデバイスを選択する旨を入力する。そして、制御部３０による処理は、ステップ
Ｓ２へ進む。
【００３７】
　ステップＳ２において制御部３０は、ステップ１において設定したデバイスの確認を促
す表示をオペレータ用ディスプレイ５３に表示する制御を、オペレータ用ディスプレイ５
３に対して行う。そして、オペレータによる入力部６１からの入力が、デバイスの設定が
ＯＫである旨の場合には（ＹＥＳ）、制御部３０による処理は、ステップＳ３へ進む。オ
ペレータによる入力部６１からの入力が、デバイスの設定がＯＫではなく、設定をキャン
セルする場合には（ＮＯ）、制御部３０による処理は、システムを終了するフロー（図７
）へ進む。
【００３８】
　ステップＳ３において制御部３０は、カメラ及びディスプレイの選択をオペレータに促
す表示をオペレータ用ディスプレイ５３に表示する制御を、オペレータ用ディスプレイ５
３に対して行う。具体的には、制御部３０は、左手撮影用カメラ４１、右手撮影用カメラ
４２のうちから、使用するカメラの選択を促す表示をオペレータ用ディスプレイ５３に表
示する制御を、オペレータ用ディスプレイ５３に対して行う。また、制御部３０は、左側
ディスプレイ５１、右側ディスプレイ５２のうちから、使用するディスプレイの選択を促
す表示をオペレータ用ディスプレイ５３に表示する制御を、オペレータ用ディスプレイ５
３に対して行う。そして、制御部３０による処理は、ステップＳ４へ進む。
【００３９】
　ステップＳ４において制御部３０は、右手撮影用カメラ４２によって撮影され、オペレ
ータ用ディスプレイ５３に表示された患者の右手について、オペレータ用ディスプレイ５
３上において、当該右手の全体を含むような領域の選択を促す表示をオペレータ用ディス
プレイ５３に表示する制御を、オペレータ用ディスプレイ５３に対して行う。具体的には
、オペレータによる、入力部６１を構成するマウスの操作により、矩形５１５（図８参照
）が患者の右手全体を含むように当該矩形をオペレータ用ディスプレイ５３に表示させる
ように、制御部３０は、オペレータ用ディスプレイ５３に対して制御を行う。そして、制
御部３０による処理は、ステップＳ５へ進む。
【００４０】
　ステップＳ５において制御部３０は、カメラ、映像の調整を促す表示をオペレータ用デ
ィスプレイ５３に表示する制御を、オペレータ用ディスプレイ５３に対して行う。具体的
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には、カメラによる撮影された画像を左右反転させるか否かの選択や、カメラによる撮影
された画像をどの程度拡大させて左側ディスプレイ５１に表示させるかについての拡大数
値（％）の入力や、カメラの露出、焦点、ホワイトバランス、輝度、コントラスト、彩度
、明度等の設定を自動設定とするか手動設定とするかの選択や、これらの設定を手動選択
とした場合の各値の入力や、色調（ＲＧＢ）の値の入力等を促す表示をオペレータ用ディ
スプレイ５３に表示する制御を、オペレータ用ディスプレイ５３に対して行う。これに対
してオペレータは、これらについて、入力部６１を構成するキーボードやマウスやタッチ
パネルを操作することにより、設定を行う。そして、制御部３０による処理は、ステップ
Ｓ６へ進む。
【００４１】
　ステップＳ６において制御部３０は、患者のリハビリテーションに際して、録画再生処
理を行うか、ライブラリ再生を行うかの選択を促す表示をオペレータ用ディスプレイ５３
に表示する制御を、オペレータ用ディスプレイ５３に対して行う。これに対してオペレー
タは、録画再生処理を行うか、ライブラリ再生処理を行うかの選択を、オペレータ用ディ
スプレイ５３上において、入力部６１を構成するマウスやタッチパネルを操作することに
より行う。オペレータによる入力部６１からの入力が、録画再生処理を行う旨の選択であ
る場合には（ＹＥＳ）、制御部３０による処理は、録画再生処理フロー（図５）へ進む。
オペレータによる入力部６１からの入力が、ライブラリ再生処理を行う旨の選択である場
合には（ＮＯ）、制御部３０による処理は、ライブラリ再生処理フロー（図６）へ進む。
【００４２】
　録画再生処理フロー（図５）においては、制御部３０は、右手撮影用カメラ４２により
撮影された画像を、左側ディスプレイ５１に表示させるための一連の制御を行う。具体的
には、先ず、ステップＳ１１において制御部３０は、録画条件の設定を促す表示をオペレ
ータ用ディスプレイ５３に表示する制御を、オペレータ用ディスプレイ５３に対して行う
。具体的には、録画中にブザーを鳴動する周期が設定される録画タクトの値や、録画回数
等の設定や、ライブラリファイルを作成するか否かの選択を、オペレータ用ディスプレイ
５３上において、入力部６１を構成するマウスやタッチパネルを操作することにより行う
。そして、制御部３０による処理は、ステップＳ１２へ進む。
【００４３】
　ステップＳ１２において制御部３０は、録画の開始、終了のトリガとして、患者のリハ
ビリ対象部位である左手に相当する相当部位である右手の動作を用いるか否かの選択を促
す表示をオペレータ用ディスプレイ５３に表示する制御を、オペレータ用ディスプレイ５
３に対して行う。録画の開始、終了のトリガとして、患者のリハビリ対象部位である左手
に相当する相当部位である右手の動作を用いることにより、映像（動画）の録画開始、録
画停止を画像認識から自動化して行うことになる。これに対してオペレータは、右手の動
作をトリガとして用いるか、又は、用いないかを選択する。オペレータによる入力部６１
からの入力が、右手の動作をトリガとして用いる旨の選択である場合には（ＹＥＳ）、制
御部３０による処理は、ステップＳ１３へ進む。オペレータによる入力部６１からの入力
が、右手の動作をトリガとして用いない旨の選択である場合には（ＮＯ）、制御部３０に
よる処理は、ステップＳ１５へ進む。
【００４４】
　ステップＳ１３において制御部３０は、録画の開始、終了のトリガとして、患者のリハ
ビリ対象部位である左手に相当する相当部位である右手の動作を用いるための動作検出値
の設定を促す表示をオペレータ用ディスプレイ５３に表示する制御を、オペレータ用ディ
スプレイ５３に対して行う。具体的には、右手撮影用カメラ４２による撮影の際の動作開
始検出における、１フレーム前の画像と現在の画像との変化率の閾値の設定である開始判
別閾値（％）や、この閾値を連続して何回超えたら開始を行うかについての値である開始
判別回数や、右手撮影用カメラ４２による撮影の際の動作停止検出における、１フレーム
前の画像と現在の画像との変化率の閾値の設定である停止判別閾値（％）や、この閾値を
連続して何回超えたら停止を行うかについての値である停止判別回数等の設定を、オペレ
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ータ用ディスプレイ５３上において、入力部６１を構成するマウスやタッチパネルを操作
することにより行う。そして、制御部３０による処理は、ステップＳ１４へ進む。
【００４５】
　ステップＳ１４において制御部３０は、オーバーレイの設定を促す表示をオペレータ用
ディスプレイ５３に表示する制御を、オペレータ用ディスプレイ５３に対して行う。具体
的には、オーバーレイ機能を使用するか否かの選択や、オーバーレイ機能を使用する場合
の、オーバーレイ処理の透過度処理ループの変化値を設定する透過度分解能の値や、オー
バーレイ処理の透過度処理ループのタイマ設定値を設定する時間分解能の値等の設定を、
オペレータ用ディスプレイ５３上において、入力部６１を構成するマウスやタッチパネル
を操作することにより行う。そして、制御部３０による処理は、ステップＳ１５へ進む。
【００４６】
　ステップＳ１５において制御部３０は、患者のＩＤ及び録画する画像の動作名（ファイ
ル名）の入力を促す表示をオペレータ用ディスプレイ５３に表示する制御を、オペレータ
用ディスプレイ５３に対して行う。具体的には、患者のＩＤ及び録画する画像の動作名（
ファイル名）が、入力部６１を構成するマウスやキーボードやタッチパネルが操作される
ことにより、入力される。そして、制御部３０による処理は、ステップＳ１６へ進む。
【００４７】
　ステップＳ１６において制御部３０は、録画を行う回数の入力を促す表示をオペレータ
用ディスプレイ５３に表示する制御を、オペレータ用ディスプレイ５３に対して行う。具
体的には、録画開始から録画停止までを１回として、何回録画を行うかについての回数が
、入力部６１を構成するマウスやキーボードやタッチパネルが操作されることにより、入
力される。そして、制御部３０による処理は、ステップＳ１７へ進む。
【００４８】
　ステップＳ１７において制御部３０は、ステップＳ１１～Ｓ１６において設定された録
画についての各種の設定に基づき、録画を行うように、右手撮影用カメラ４２に対して制
御を行う。これにより、患者のリハビリ対象部位が患者の身体において左右で対をなして
いる一方の部位である左手であることに対して、他方の部位である右手の撮像が行われる
。この際、制御部３０は、撮像装置としての右手撮影用カメラ４２による撮像開始を、相
当部位としての右手の動作開始に基づいて行い、右手撮影用カメラ４２による撮像開始、
撮像終了を右手の動作停止により行うように、右手撮影用カメラ４２に対して制御を行う
。具体的には、右手撮影用カメラ４２により撮像された映像の動きのデータについて、ス
テップＳ１３において設定された開始判別閾値を超えているか否かを、録画の開始のトリ
ガとして、撮像開始を行うように、右手撮影用カメラ４２に対して制御を行い、また、停
止判別閾値を超えているか否かを、録画の終了のトリガとして、撮像終了を行うように、
右手撮影用カメラ４２に対して制御を行う。そして、制御部３０による処理は、ステップ
Ｓ１８へ進む。
【００４９】
　ステップＳ１８において制御部３０は、ステップＳ１７において得られた映像を二値化
して、リアル映像を取得する制御を行う。そして、制御部３０による処理は、ステップＳ
１９へ進む。
【００５０】
　ステップＳ１９において制御部３０は、ステップ１８において得られたリアル映像を左
側ディスプレイ５１に表示する制御を、左側ディスプレイ５１に対して行う。即ち、リハ
ビリテーション方法における、相当部位である右手ＲＨの映像表示ステップが行われる。
具体的には、制御部３０は、図８に示すように、撮像した他方の部位としての右手ＲＨの
映像を左右反転させた映像を、相当部位の映像として表示部としての左側ディスプレイ５
１の左側ディスプレイ部５１１に表示する。左側ディスプレイ５１に表示された、左右反
転された右手ＲＨの映像は、患者から見て、左側ディスプレイ５１の下方に差し込まれた
左手に重なる位置関係で左側ディスプレイ５１に表示される。即ち、患者の左腕ＬＡの先
端においてあたかも患者の左手が見えているかのように、左側ディスプレイ５１の左側デ
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ィスプレイ部５１１において表示が行われる。更に、左側ディスプレイ５１に表示された
、左右反転された右手ＲＨの映像は、患者から見て患者の左手に対して１．２倍程度拡大
されて見えるように、拡大されて表示されている。即ち、リハビリテーション方法におけ
る、相当部位の映像拡大表示ステップが行われる。
【００５１】
　拡大する倍率は１．２倍に固定ではなく、１倍～２倍の間で可変に構成されており、例
えば、１．１倍～１．４倍程度が好ましい。１．１倍よりも小さいと映像が小さすぎて、
自己運動錯覚を患者に誘起させるための視覚刺激を、効果的に患者に与えることができな
いからである。また、１．４倍よりも大きいと映像が大きすぎて、自己運動錯覚を患者に
誘起させるための視覚刺激を、効果的に患者に与えることができないからである。
【００５２】
　また、制御部３０は、表示部としての左側ディスプレイ５１に表示されている左右反転
された右手の映像について、動いている状態と静止している状態とで、ランダムなタイミ
ングで交互に切替えを行うように、左側ディスプレイ５１に対して制御を行う。具体的に
は、例えば、静止している状態の、左右反転された右手の映像であるリアル画像から、ス
テップＳ１７において録画された、動いている状態の、左右反転された右手ＲＨの映像で
ある録画画像へ、ランダムなタイミングで切替える。この際、オーバーレイ機能により、
リアル画像における相当部位である右手ＲＨの映像から、録画画像における相当部位であ
る右手ＲＨの映像へ、右手ＲＨが連続的になめらかに移行するように左側ディスプレイ５
１に表示するように、制御部３０は左側ディスプレイ５１に対して制御を行う。ここで、
「連続的になめらかに移行する」とは、例えば、リアル画像における相当部位である右手
ＲＨの映像において徐々に透明度が高まり、ある程度透明になったところから再び右手Ｒ
Ｈの肌の色に近づいて行き、右手ＲＨの肌の色に戻ったときには、録画画像における右手
ＲＨの映像が表示されている、といったオーバーレイが、一例として挙げられる。このよ
うな左側ディスプレイ５１に表示される左右反転された右手ＲＨの映像を見た患者は、自
己の身体が運動をしているようないわゆる自己運動錯覚が誘起させられ、リハビリテーシ
ョンが行なわれる。そして、制御部３０による処理は、ステップＳ２０へ進む。
【００５３】
　ステップＳ２０において制御部３０は、ステップＳ１６において設定された回数分の録
画が行われたか否かの判断を行う。ステップＳ１６において設定された回数分の録画が行
われた場合には（ＹＥＳ）、制御部３０による処理は、ステップＳ２１へ進む。ステップ
Ｓ１６において設定された回数分の録画が行われていない場合には（ＮＯ）、制御部３０
による処理は、ステップＳ１７へ戻る。
【００５４】
　ステップＳ２１において制御部３０は、入力部６１から、映像の再生処理を停止すべき
旨の入力があったか否かの判断を行う。入力部６１から、映像の再生処理を停止すべき旨
の入力があった場合には（ＹＥＳ）、システム終了のフロー（図７）へ進む。入力部６１
から、映像の再生処理を停止すべき旨の入力がない場合には（ＮＯ）、制御部３０による
処理は、ステップＳ１８へ戻る。
【００５５】
　ライブラリ再生処理フロー（図６）においては、制御部３０の記憶装置に予め記憶され
ているファイルの映像を左側ディスプレイ５１に表示させるための一連の制御を行う。具
体的には、先ず、ステップＳ３１において、制御部３０は、再生プログラミングの設定を
促す表示をオペレータ用ディスプレイ５３に表示する制御を、オペレータ用ディスプレイ
５３に対して行う。具体的には、ファイル再生を行う設定や、再生するファイルが予め保
存されているパスの設定や、ファイルを再生する再生時間の設定等を、オペレータ用ディ
スプレイ５３上において、入力部６１を構成するマウスやタッチパネルを操作することに
より行う。そして、制御部３０による処理は、ステップＳ３２へ進む。
【００５６】
　ステップＳ３２において制御部３０は、オーバーレイの設定を促す表示をオペレータ用
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ディスプレイ５３に表示する制御を、オペレータ用ディスプレイ５３に対して行う。具体
的には、オーバーレイ機能を使用するか否かの選択や、オーバーレイ機能を使用する場合
の、オーバーレイ処理の透過度処理ループの変化値を設定する透過度分解能の値や、オー
バーレイ処理の透過度処理ループのタイマ設定値を設定する時間分解能の値等の設定を、
オペレータ用ディスプレイ５３上において、入力部６１を構成するマウスやタッチパネル
を操作することにより行う。そして、制御部３０による処理は、ステップＳ３３へ進む。
【００５７】
　ステップＳ３３において制御部３０は、入力部６１から、映像の再生を開始すべき旨の
入力があったか否かの判断を行う。入力部６１から、映像の再生処理を開始すべき旨の入
力があった場合には（ＹＥＳ）、制御部３０による処理は、ステップＳ３４へ進む。入力
部６１から、映像の再生処理を開始すべき旨の入力がない場合には（ＮＯ）、制御部３０
による処理は、ステップＳ３３へ戻る。
【００５８】
　ステップＳ３４において制御部３０は、制御部３０の記憶装置に予め記憶されているフ
ァイルの映像を左側ディスプレイ５１に表示する制御を、左側ディスプレイ５１に対して
行う。即ち、リハビリテーション方法における、相当部位である右手ＲＨの映像表示ステ
ップが行われる。具体的には、制御部３０は、例えば、制御部３０の記憶装置に予め記憶
されているファイルに保存されている、撮像した他方の部位としての右手の映像を左右反
転させた映像を、相当部位の映像として、表示部としての左側ディスプレイ５１に表示す
る。左側ディスプレイ５１に表示された、左右反転された右手の映像は、録画再生処理の
場合と同様に、図８に示すように、患者から見て、左側ディスプレイ５１の下方に差し込
まれた左手に重なる位置関係で左側ディスプレイ５１に表示される。更に、左側ディスプ
レイ５１に表示された、左右反転された右手ＲＨの映像は、患者から見て患者の左手に対
して１．２倍程度拡大されて見えるように、拡大されて表示されている。即ち、リハビリ
テーション方法における、相当部位の映像拡大表示ステップが行われる。拡大する倍率が
１．２倍に固定ではなく、１倍～２倍の間で可変に構成されている点については、録画再
生処理フローのステップＳ１９における制御部３０による再生処理と同様である。
【００５９】
　また、録画再生処理フローのステップＳ１９における制御部３０による再生処理と同様
に、制御部３０は、表示部としての左側ディスプレイ５１に表示される左右反転された右
手の映像を、動いている状態と静止している状態とで、ランダムなタイミングで交互に切
替えを行うように、左側ディスプレイ５１に対して制御を行う。このような左側ディスプ
レイ５１に表示される左右反転された右手の映像を見た患者は、自己の身体が運動をして
いるようないわゆる自己運動錯覚を誘起させて、リハビリテーションを行う。そして、制
御部３０による処理は、ステップＳ３５へ進む。
【００６０】
　ステップＳ３５において制御部３０は、入力部６１から、映像の再生処理を停止すべき
旨の入力があったか否かの判断を行う。入力部６１から、映像の再生処理を停止すべき旨
の入力があった場合には（ＹＥＳ）、システム終了のフロー（図７）へ進む。入力部６１
から、映像の再生処理を停止すべき旨の入力がない場合には（ＮＯ）、制御部３０による
処理は、ステップＳ３４へ戻る。
【００６１】
　システム終了のフロー（図７）においては、リハビリテーションシステム１を終了させ
るための一連の制御を行う。具体的には、先ず、ステップＳ５１において、制御部３０は
、入力部６１から、システムを終了すべき旨の入力があったか否かの判断を行う。入力部
６１から、システムを終了すべき旨の入力があった場合には（ＹＥＳ）、制御部３０によ
る処理は、ステップＳ５２へ進む。入力部６１から、システムを終了すべき旨の入力がな
い場合には（ＮＯ）、制御部３０による処理は、ステップＳ５４へ進む。
【００６２】
　ステップＳ５２において制御部３０は、接続され使用されていた右手撮影用カメラ４２
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を制御部３０から制御上切り離す処理を、右手撮影用カメラ４２に対して行う。そして、
制御部３０による処理は、ステップＳ５３へ進む。ステップＳ５３において制御部３０は
、システムの電源をＯＦＦにする処理を行う。そして、制御部３０による処理は、終了す
る。
【００６３】
　ステップＳ５４において、制御部３０は、右手撮影用カメラ４２や映像の調整をすべき
旨の入力があったか否かの判断を行う。入力部６１から、再び右手撮影用カメラ４２や映
像の調整をすべき旨の入力があった場合には（ＹＥＳ）、制御部３０による処理は、起動
時における制御部３０による制御（図４）のステップＳ５へ進む。入力部６１から、右手
撮影用カメラ４２や映像の調整をすべき旨の入力がない場合には（ＮＯ）、制御部３０に
よる処理は、ステップＳ５５へ進む。
【００６４】
　ステップＳ５５において、制御部３０は、再び録画再生をすべき旨の入力があったか否
かの判断を行う。入力部６１から、録画再生をすべき旨の入力があった場合には（ＹＥＳ
）、制御部３０による処理は、録画再生処理フロー（図５）のステップＳ１１へ進む。入
力部６１から、録画再生をすべき旨の入力がない場合には（ＮＯ）、制御部３０による処
理は、ステップＳ５６へ進む。
【００６５】
　ステップＳ５６において、制御部３０は、再びライブラリ再生をすべき旨の入力があっ
たか否かの判断を行う。入力部６１から、ライブラリ再生をすべき旨の入力があった場合
には（ＹＥＳ）、制御部３０による処理は、ライブラリ再生処理フロー（図６）のステッ
プＳ３１へ進む。入力部６１から、ライブラリ再生をすべき旨の入力がない場合には（Ｎ
Ｏ）、制御部３０による処理は、ステップＳ５１へ戻る。
【００６６】
　上記構成の本実施形態によるリハビリテーションシステム、リハビリテーション用プロ
グラム、及び、リハビリテーション方法によれば、以下のような効果を得ることができる
。
【００６７】
　リハビリテーションシステム１は、患者自らの意志による随意運動が困難又は不能にな
ったリハビリ対象部位を有する患者のリハビリテーションに用いられ、患者の目に対して
患者のリハビリ対象部位である左手を遮蔽する表示部としての左側ディスプレイ５１と、
患者のリハビリ対象部位である左手が運動しているとの自己運動錯覚を患者に誘起させる
ための視覚刺激を患者に与えるために、患者のリハビリ対象部位である左手に相当する相
当部位としての右手ＲＨが動いている映像を、患者から見て患者の左手に重なる位置関係
で表示部としての左側ディスプレイ５１に表示するように、左側ディスプレイ５１に対し
て制御を行う制御部３０と、を備える。制御部３０は、患者が直接患者のリハビリ対象部
位としての左手を見た場合の、患者の左手の見た目の大きさよりも、患者が表示部として
の左側ディスプレイ５１に表示された相当部位としての右手ＲＨの映像を見た場合の、右
手の映像の見た目の大きさの方が、患者から見て大きく見えるように、左側ディスプレイ
５１に対して制御を行う。
【００６８】
　また、リハビリテーション用プログラムは、患者自らの意志による随意運動が困難又は
不能になったリハビリ対象部位を有する患者のリハビリテーションに用いられる。リハビ
リテーション用プログラムは、患者のリハビリ対象部位である左手が運動しているとの自
己運動錯覚を患者に誘起させるための視覚刺激を患者に与えるために、患者のリハビリ対
象部位である左手に相当する相当部位としての右手が動いている映像を、患者の目に対し
て患者のリハビリ対象部位である左手を遮蔽する表示部としての左側ディスプレイ５１に
、患者から見て患者の左手に重なる位置関係で表示させ、患者が直接患者の左手を見た場
合の、患者の左手の見た目の大きさよりも、患者が表示部としての左側ディスプレイ５１
に表示された相当部位としての右手ＲＨの映像を見た場合の、右手の映像の見た目の大き
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さの方が、患者から見て大きく見えるように、右手ＲＨの映像を左側ディスプレイ５１に
表示させるように、コンピュータを機能させる。
【００６９】
　また、リハビリテーション方法は、患者自らの意志による随意運動が困難又は不能にな
ったリハビリ対象部位を有する患者のリハビリテーションに用いられる。リハビリテーシ
ョン方法は、患者のリハビリ対象部位である左手が運動しているとの自己運動錯覚を患者
に誘起させるための視覚刺激を患者に与えるために、患者のリハビリ対象部位である左手
に相当する相当部位としての右手ＲＨが動いている映像を、患者の目に対して患者のリハ
ビリ対象部位である左手を遮蔽する表示部としての左側ディスプレイ５１に、患者から見
て患者の左手に重なる位置関係で表示させる、相当部位としての右手の映像表示ステップ
を備える。映像表示ステップは、患者が直接患者の左手を見た場合の、患者のリハビリ対
象部位としての左手の見た目の大きさよりも、患者が表示部としての左側ディスプレイ５
１に表示された相当部位としての右手ＲＨの映像を見た場合の、右手の映像の見た目の大
きさの方が、患者から見て大きく見えるように、右手ＲＨの映像を左側ディスプレイ５１
に表示させる、相当部位としての右手ＲＨの映像拡大表示ステップを有する。
【００７０】
　上記構成により、患者自らの意志による随意運動が困難又は不能になったリハビリ対象
部位を有する患者に対して、リハビリ対象部位である左手が運動しているとの自己運動錯
覚を患者に誘起させるための視覚刺激を患者に与えることができる。即ち、自発的に身体
の一部である左手を動かそうという意志を発現できない患者に対しても、自己運動錯覚を
効果的に誘起させることができ、高いリハビリテーション効果を得ることができる。従っ
て、脳卒中後の片麻痺患者等の運動機能を効果的に回復させるためのトレーニングを実施
することができる。
【００７１】
　特に、従来では、脳卒中を受傷した患者がリハビリテーションによる効果を得られるの
は、脳卒中を受傷してから６ヶ月以内と考えられていたが、本実施形態によるリハビリテ
ーションを用いることにより、脳卒中を受傷してから６ヶ月を経過した患者においても、
リハビリテーションによる効果が実際に認められている。即ち、神経的な回復を促し、脳
波を出力する機能を回復させることができると考える。更に、患者は安静にした状態のま
まで、患者への負担が少ない非侵襲でリハビリテーションを行うことができる。
【００７２】
　また、リハビリテーションシステム１の制御部３０は、表示部としての左側ディスプレ
イ５１に表示される相当部位としての右手ＲＨの映像を、動いている状態と静止している
状態とで交互に切替えを行うように、左側ディスプレイ５１に対して制御を行う。この構
成により、リハビリテーションに対する患者の集中力が低下することを抑えることができ
、自己運動錯覚を高めることができ、効果的なリハビリテーションを行うことができる。
【００７３】
　また、リハビリテーションシステム１は、患者の部位としての右手ＲＨを撮像可能な撮
像装置としての右手撮影用カメラ４２を備える。制御部３０は、患者のリハビリ対象部位
が患者の身体において左右で対をなしている一方の部位である左手である場合に、他方の
部位である右手ＲＨを撮像するように右手撮影用カメラ４２に対して制御を行い、撮像し
た他方の部位である右手ＲＨの映像を左右反転させた映像を、相当部位である右手ＲＨの
映像として左側ディスプレイ５１に表示するように、左側ディスプレイ５１に対して制御
を行う。
【００７４】
　この構成により、患者のリハビリ対象部位である左手に重ねて表示される左側ディスプ
レイ５１上の映像、即ち、相当部位の映像である右手ＲＨを反転した映像について、患者
に、患者の自己の左手であるかのような自己身体所有感を誘起することができる。この結
果、より効果的なリハビリテーションを行うことができる。
【００７５】
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　また、制御部３０は、撮像装置としての右手撮影用カメラ４２による撮像開始及び撮像
終了を相当部位としての右手ＲＨの動作に基づいて行うように、右手撮影用カメラ４２に
対して制御を行う。即ち、録画の開始、終了のトリガとして、患者のリハビリ対象部位で
ある左手に相当する相当部位である右手ＲＨの動作を用いることにより、映像（動画）の
録画開始と録画停止とを画像認識から自動化して行う。この構成により、映像（動画）の
録画開始の操作と、映像（動画）の録画停止の操作とを、極めて容易に行うことができ、
容易に映像（動画）の録画を行うことができる。
【００７６】
　また、制御部３０は、表示部としての左側ディスプレイ５１において、撮像装置として
の右手撮影用カメラ４２により撮像されているリアル画像と、右手撮影用カメラ４２によ
り撮像され録画された録画画像とを切替えて表示するように、左側ディスプレイ５１に対
して制御を行い、少なくともリアル画像から録画画像へ切替えるときに、オーバーレイ機
能により、リアル画像における相当部位としての右手ＲＨの映像から、録画画像における
右手ＲＨの映像へ、右手ＲＨが連続的になめらかに移行するように表示するように、左側
ディスプレイ５１に対して制御を行う。
【００７７】
　この構成により、リハビリ対象部位である左手が運動しているとの自己運動錯覚を、患
者に、より容易に誘起させることができる。このため、より容易にリハビリテーションを
している状態に入ることができる。
【００７８】
　次に、本発明の第２実施形態について図９～図１０を参照して説明する。図９は、本発
明の第２実施形態によるリハビリテーションシステム１Ａを示す前方斜視図である。図１
０は、本発明の第２実施形態によるリハビリテーションシステム１Ａの前腕支持部材１２
８Ａを示す平面図である。
【００７９】
　第２実施形態においては、撮像装置としての左手撮影用カメラ４１Ａ、撮像装置として
の右手撮影用カメラ４２Ａ、被験者観察用カメラ４３Ａ、左側ディスプレイ５１Ａ、右側
ディスプレイ５２Ａの配置等の構成が、第１実施形態における構成とは異なる。これ以外
の構成については、第１実施形態における構成と同様であるため、第１実施形態における
各構成と同様の構成については、同様の符号を付して説明を省略する。
【００８０】
　図９に示すように、左手撮影用カメラ４１Ａは、上板１２５の左端の最も奥の位置に配
置されている。右手撮影用カメラ４２Ａは、上板１２５の右端の最も奥の位置に配置され
ている。左手撮影用カメラ４１Ａ、右手撮影用カメラ４２Ａは、いずれも、３０ｃｍ～４
０ｃｍ程度の焦点距離を有している。被験者観察用カメラ４３Ａは、左側ディスプレイ５
１Ａ及び右側ディスプレイ５２Ａを支持するディスプレイ支持部１２３Ａの前方に配置さ
れている。
【００８１】
　左側ディスプレイ５１Ａ、右側ディスプレイ５２Ａは、図９に示すように、それぞれ長
方形状の板状を有している。左側ディスプレイ５１Ａ、右側ディスプレイ５２Ａの上面の
左側ディスプレイ部５１１Ａ、右側ディスプレイ部５２１Ａの表面は、患者のリハビリ対
象部位に対する相当部位である手首から先の手の部分を表示する表示面を構成する。左側
ディスプレイ５１Ａの下面、右側ディスプレイ５２Ａの下面には、像反射部としての鏡５
１３Ａ、５２３Ａがそれぞれ設けられている。左側ディスプレイ５１Ａの下面に位置して
いる鏡５１３Ａは、患者の左手を１回反射し、左手撮影用カメラ４１Ａは、鏡５１３Ａに
よって反射された患者の左手の像を撮像する。また、右側ディスプレイ５２Ａの下面に位
置している鏡５２３Ａは、患者の右手を１回反射し、右手撮影用カメラ４２Ａは、鏡５２
３Ａによって反射された患者の右手の像を撮像する。
【００８２】
　覆い部材１１Ａの背壁１１３Ａの部分であって、上板１２５の近傍の部分には、貫通孔
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１１８Ａが形成されている。貫通孔１１８Ａを通して自然光が、左側ディスプレイ５１Ａ
及び右側ディスプレイ５２Ａと、上板１２５と、の間の空間である、対象部位収容空間１
２７Ａに入射するように構成されている。ディスプレイ支持部１２３Ａよりも左側の対象
部位収容空間１２７Ａには、患者の左手が収容される。ディスプレイ支持部１２３Ａより
も右側の対象部位収容空間１２７Ａには、患者の右手が収容される。
【００８３】
　対象部位収容空間１２７Ａは、患者の左手、右手が収容され、後述の前腕支持部材１２
８Ａに前腕を載置した状態で、左手、右手を動かしても、左手、右手が上板１２５及び左
側ディスプレイ５１Ａ、右側ディスプレイ５２Ａには接触しない程度の高さを、上下方向
において有している。従って、左側ディスプレイ５１Ａ、右側ディスプレイ５２Ａに近接
した位置関係で、患者の左手、又は、右手は配置されており、表示部としての左側ディス
プレイ５１Ａ、右側ディスプレイ５２Ａから患者のリハビリ対象部位である左手、又は、
右手までの距離は、左側ディスプレイ５１Ａ、右側ディスプレイ５２Ａから患者の目まで
の距離よりも遥かに短く構成される。
【００８４】
　左側ディスプレイ５１Ａ、右側ディスプレイ５２Ａの下方であって、上板１２５の上に
は、前腕支持部材１２８Ａが載置されている。前腕支持部材１２８Ａは、図１０に示すよ
うに、板状を有する前腕載置部１３１Ａと、前腕載置部１３１Ａの前部に設けられ手首を
支持する手首載置凸部１３３Ａと、手首載置凸部１３３Ａから更に前方へ延びる板状の先
端板状部１３５Ａとを有する。前腕載置部１３１Ａには、患者の肘から手首に至る前腕が
載置される。
【００８５】
　手首載置凸部１３３Ａは、前腕載置部１３１Ａの上面よりも上方（図１０の紙面の裏側
から表側へ向う方向）へ突出しており、手首を支持する。先端板状部１３５Ａの上面は、
手首載置凸部１３３Ａの最上部に対して下方に位置しており、手首よりも先の手の部分、
特に指先に触れないように構成されている。このように先端板状部１３５Ａの上面等が指
先等に触れないことにより、患者の手首よりも先の部分の感覚を研ぎ澄ますことができる
ように構成されている。従って、先端板状部１３５Ａの上面には、下方へ窪んだ凹部が形
成されていてもよく、また、手首載置凸部１３３Ａの上方への突出高さは、患者の手首よ
りも先の手の部分が、左側ディスプレイ５１Ａ、右側ディスプレイ５２Ａの下面に接触し
ない程度に、本実施形態の手首載置凸部１３３Ａよりも高く構成されてもよい。
【００８６】
　前腕支持部材１２８Ａは、前腕支持部材１２８Ａの前腕載置部１３１Ａに患者の前腕が
載置され、患者の前腕が支持されているときに、手首から先の手の部分に対向する前腕支
持部材１２８Ａの部分である先端板状部１３５Ａの所定の部分を中心として回転可能に構
成されている。具体的には、先端板状部１３５Ａの所定の部分であって、手首載置凸部１
３３Ａの近傍の部分の下部（図１０に示す先端板状部１３５Ａの上面側の部分に対する反
対側の部分）には、軸心が鉛直方向へ指向する回転軸１３６Ａを有している。回転軸１３
６Ａを中心として、先端板状部１３５Ａを含めた前腕支持部材１２８Ａの全体は、回転可
能である。
【００８７】
　左側ディスプレイ５１Ａ、右側ディスプレイ５２Ａは、ディスプレイ支持部１２３Ａに
より、患者に対して所定の位置関係を有して配置されるように、支持されている。具体的
には、左側ディスプレイ５１Ａ、右側ディスプレイ５２Ａの表示面である左側ディスプレ
イ部５１１Ａ、右側ディスプレイ部５２１Ａは、患者から患者の前方へ遠ざかるにつれて
上方へ向かうように傾斜している。具体的には、水平に対して１０°～３５°、より好ま
しくは１５°～２５°の範囲の角度をなして傾斜している。この角度の範囲は、左側ディ
スプレイ５１Ａ、右側ディスプレイ５２Ａが前方に位置するように着座した患者が、着座
の姿勢が崩れて前屈みになった場合の視線を考慮したものである。傾斜の角度の範囲を上
記値の範囲としたのは、傾斜の角度が１０°未満の場合には、傾斜させた効果をほとんど
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得ることができないからである。また、傾斜の角度が３５°を超える場合には、傾斜させ
すぎて、患者に違和感を覚えさせてしまうためである。
【００８８】
　また、表示部としての左側ディスプレイ５１Ａ、右側ディスプレイ５２Ａの左側ディス
プレイ部５１１Ａ、右側ディスプレイ部５２１Ａは、患者の矢状面を中心として左方向、
右方向のそれぞれに沿って上方へ向かうように傾斜している。具体的には、水平に対して
５°～２５°、より好ましくは１０°～２０°の範囲の角度をなして傾斜している。この
角度の範囲は、左側ディスプレイ５１Ａ、右側ディスプレイ５２Ａが患者の前方に位置す
るように着座した当該患者の上腕が、スキャプラプレーン（ｓｃａｐｕｌａｒ　ｐｌａｎ
ｅ）に沿った位置にある場合を意識したものである。傾斜の角度が５°未満の場合や傾斜
の角度が２５°を超える場合には、上腕がスキャプラプレーンに沿った位置にある患者の
当該上腕に対する前腕の位置と、左側ディスプレイ５１Ａ、右側ディスプレイ５２Ａの左
側ディスプレイ部５１１Ａ、右側ディスプレイ部５２１Ａと、の位置関係が好ましくなく
なり、患者に違和感を覚えさせてしまうためである。
【００８９】
　また、左側ディスプレイ５１Ａ、右側ディスプレイ５２Ａの左側ディスプレイ部５１１
Ａ、右側ディスプレイ部５２１Ａは、患者の前方の位置であって患者の矢状面上の位置を
中心として水平方向に平行に回転させられた位置関係を有する。具体的には、矢状面上で
あって、患者の前方３０ｃｍ～６０ｃｍ、より好ましくは３５ｃｍ～５５ｃｍの範囲の位
置を中心として、左側ディスプレイ５１Ａは、時計回り方向へ５°～２０°、より好まし
くは７°～１７°の範囲の回転角度で矢状面から離間するように回転させられた位置関係
を有している。また、右側ディスプレイ５２Ａは、反時計回り方向へ５°～２０°、より
好ましくは７°～１７°の範囲の回転角度で矢状面から離間するように回転させられた位
置関係を有している。
【００９０】
　この角度の範囲は、左側ディスプレイ５１Ａ、右側ディスプレイ５２Ａが患者の前方に
位置するように着座した当該患者の上腕が、スキャプラプレーンに沿った位置にある場合
を意識したものである。回転の角度が５°未満の場合や、回転の角度が２０°を超える場
合には、上腕がスキャプラプレーンに沿った位置にある患者の上腕に対する前腕の位置と
、左側ディスプレイ５１Ａ、右側ディスプレイ５２Ａの左側ディスプレイ部５１１Ａ、右
側ディスプレイ部５２１Ａと、の位置関係が好ましくなくなり、患者に違和感を覚えさせ
てしまう恐れが高くなるためである。
【００９１】
　上記構成の本実施形態によるリハビリテーションシステム１Ａによれば、以下のような
効果を得ることができる。
【００９２】
　リハビリテーションシステム１Ａは、表示部としての左側ディスプレイ５１Ａ、右側デ
ィスプレイ５２Ａから患者のリハビリ対象部位までの距離を、左側ディスプレイ５１Ａ、
右側ディスプレイ５２Ａから患者の目までの距離よりも短くするように、患者のリハビリ
対象部位を収容する対象部位収容空間１２７Ａを有する。
【００９３】
　上記構成により、左側ディスプレイ５１Ａ、又は、右側ディスプレイ５２Ａに表示され
た相当部位が、患者のリハビリ対象部位に近接した位置に配置されることとなり、左側デ
ィスプレイ５１Ａ、又は、右側ディスプレイ５２Ａに表示された相当部位を患者が見るこ
とにより、患者において自己運動錯覚を誘起しやすくさせることができる。
【００９４】
　また、撮像装置としての左手撮影用カメラ４１Ａ、右手撮影用カメラ４２Ａは、像反射
部としての鏡５１３Ａ、５２３Ａに反射された相当部位を撮像する。この構成により、表
示部としての左側ディスプレイ５１Ａ、右側ディスプレイ５２Ａから患者のリハビリ対象
部位までの距離が、左側ディスプレイ５１Ａ、右側ディスプレイ５２Ａから患者の目まで
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の距離よりも短くなるように、対象部位収容空間１２７Ａの高さを小さく抑えることがで
きる。この結果、リハビリ対象部位に近接した位置に配置された左側ディスプレイ５１Ａ
、又は、右側ディスプレイ５２Ａに表示された相当部位を患者が見ることにより、患者に
おいて自己運動錯覚を誘起しやすくさせることができる。
【００９５】
　また、患者のリハビリ対象部位は、手首から先の手の部分であり、患者の肘から手首ま
での前腕を支持する前腕支持部材１２８Ａを備え、前腕支持部材１２８Ａは、前腕支持部
材１２８Ａにより患者の前腕が支持されているときに手首から先の手の部分に対向する前
腕支持部材１２８Ａの部分を中心として回転可能である。
【００９６】
　上記構成により、前腕支持部材１２８Ａにより患者の前腕が支持されているときに、前
腕支持部材１２８Ａは、手首よりも指先に近い位置を中心として適宜回転することができ
る。このため、患者の上腕を、スキャプラプレーンに沿った位置に容易に配置させること
ができ、これにより、患者の前腕を左側ディスプレイ５１Ａ、右側ディスプレイ５２Ａに
対して適切な位置に配置させることができる。
【００９７】
　また、表示部としての左側ディスプレイ５１Ａ、右側ディスプレイ５２Ａの表示面（左
側ディスプレイ部５１１Ａ、右側ディスプレイ部５２１Ａ）は、患者から患者の前方へ遠
ざかるにつれて上方へ向かうように傾斜している。このため、左側ディスプレイ５１Ａ、
右側ディスプレイ５２Ａが患者の前方に位置するように着座した当該患者が、着座の姿勢
が崩れて前屈みになった場合であっても、この傾斜により、例えば、左側ディスプレイ５
１Ａに表示された相当部位である右手ＲＨの映像が、自然に患者の目に飛び込んでくるよ
うに見やすくすることができる。
【００９８】
　また、表示部としての左側ディスプレイ５１Ａ、右側ディスプレイ５２Ａの表示面（左
側ディスプレイ部５１１Ａ、右側ディスプレイ部５２１Ａ）は、患者の矢状面を中心とし
て左方向、右方向のそれぞれに沿って上方へ向かうように傾斜している。更に、左側ディ
スプレイ５１Ａ、右側ディスプレイ５２Ａの左側ディスプレイ部５１１Ａ、右側ディスプ
レイ部５２１Ａは、患者の前方の位置であって患者の矢状面上の位置を中心として水平方
向に平行に回転させられた位置関係を有する。
【００９９】
　上記構成により、患者の上腕を、スキャプラプレーンに沿った位置に容易に配置させて
いるときに、患者が左側ディスプレイ５１Ａ、右側ディスプレイ５２Ａの表示面（左側デ
ィスプレイ部５１１Ａ、右側ディスプレイ部５２１Ａ）を見ている方向が、左側ディスプ
レイ部５１１Ａ、右側ディスプレイ部５２１Ａの法線に平行な方向により近づき、左側デ
ィスプレイ部５１１Ａ、右側ディスプレイ部５２１Ａに表示されている相当部位の映像が
、自然に患者の目に飛び込んでくるように見やすくすることができる。
【０１００】
　次に、本発明の第３実施形態について図１１を参照して説明する。図１１は、本発明の
第３実施形態によるリハビリテーションシステム１Ｂを示す概略図である。
【０１０１】
　第３実施形態においては、表示部としての左用ディスプレイ（図示せず）、右側ディス
プレイ５２Ｂに表示された相当部位としての左手ＬＨに同期して駆動する身体駆動部７１
Ｂを備える点で、上述の実施形態における構成とは異なる。これ以外の構成については、
上述の実施形態における構成と同様であるため、上述の実施形態における各構成と同様の
構成については、同様の符号を付して説明を省略する。
【０１０２】
　身体駆動部７１Ｂは、機械的に患者の身体を動かしてもよく、また、電気的に患者の身
体を動かしてもよい。図１１に示すように、機械的に患者の身体を動かす身体駆動部７１
Ｂとしては、例えば、リハビリ対象部位に装着されて、アクチュエータ等により駆動され
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、身体を強制的に動かすパワーアシスト装置等が用いられる。また、電気的に患者の身体
を動かす身体駆動部としては、例えば、リハビリ対象部位に貼付けされた電極に低周波の
パルス電流を流して筋肉を収縮させ、身体を強制的に動かす電気刺激装置等が用いられる
。身体駆動部７１Ｂは、制御部３０に電気的に接続されている。
【０１０３】
　制御部３０は、例えば、図１１に示すように、右側ディスプレイ５２Ｂに表示された相
当部位（例えば左手ＬＨ）に、身体駆動部７１Ｂが同期して駆動して、リハビリ対象部位
（例えば右手ＲＨ）を、左手ＬＨに対して左右対称に動かすように身体駆動部７１Ｂに対
して制御を行う。このため、患者は、右側ディスプレイ５２Ｂに表示された相当部位（例
えば左手ＬＨ）を見て視覚的な刺激を受けているときに、リハビリ対象部位（例えば右手
ＲＨ）が身体駆動部７１Ｂの駆動により動かされるため、患者により容易に自己運動錯覚
を誘起することができる。
【０１０４】
　次に、本発明の第４実施形態について図１２を参照して説明する。図１２は、本発明の
第４実施形態によるリハビリテーションシステム１Ｃ、及び、本発明の第５実施形態によ
るリハビリテーションシステム１Ｄを示す概略図である。
【０１０５】
　第４実施形態においては、患者の特徴的な生体信号を検出したときに、身体駆動部７１
Ｃが駆動する点で、第３実施形態における構成とは異なる。これ以外の構成については、
第３実施形態における構成と同様であるため、上述の実施形態における各構成と同様の構
成については、同様の符号を付して説明を省略する。
【０１０６】
　リハビリテーションシステム１Ｃは、生体信号取得部７１１Ｃと、特徴的生体信号検出
部７１４Ｃと、を備えている。生体信号取得部７１１Ｃは、患者から生体信号取得する。
【０１０７】
　生体信号取得部７１１Ｃとしては、脳波信号や脳血流等の脳活動、または、筋肉の活動
電位や関節の動き等の脳活動等を示す生体信号を採取する。例えば、図１２に示すように
、生体信号取得部７１１Ｃは、前腕部や頭皮上に配置されて筋電活動や脳活動に伴って生
じた電位変化を捉える電極７１２Ｃや、この電極７１２Ｃで採取された筋電信号や脳波信
号を周波数解析し、周波数成分ごとの信号強度データとして出力する筋電計７１３Ｃや脳
波計等により構成される。また、脳血流を採取する手段としては、近赤外分光血流計等が
用いられる。
【０１０８】
　特徴的生体信号検出部７１４Ｃは、自己運動錯覚が誘起された状態を示す特徴的な生体
信号を検出する。具体的には、特徴的生体信号検出部７１４Ｃは、患者から採取された生
体信号をリアルタイムで解析し、特徴的な生体信号を検出する。例えば、特徴的生体信号
検出部７１４Ｃは、生体信号取得部７１１Ｃによって取得された筋電信号や脳波信号に関
する周波数成分ごとの信号強度データを解析する。そして、特徴的生体信号検出部７１４
Ｃは、信号強度が判定用の閾値を超えた場合や、判定用の閾値以下となった場合に、特徴
的な筋電活動や脳活動（生体信号）として検出する。
【０１０９】
　制御部３０は、特徴的な生体信号を検出したときに、身体駆動部７１Ｃが駆動して、リ
ハビリ対象部位（例えば右手ＲＨ）が動くように身体駆動部７１Ｃに対して制御を行う。
例えば患者は、右側ディスプレイ５２Ｃに表示された相当部位（例えば左手ＬＨ）を見て
視覚的な刺激を受け、自己運動錯覚を誘起したときに、リハビリ対象部位（例えば右手Ｒ
Ｈ）が身体駆動部７１Ｃの駆動により動かされる。これにより、患者は、自己運動錯覚の
誘起しているときにリハビリ対象部位（例えば右手ＲＨ）が動くことを認識することがで
きるため、患者に対して、患者が当該リハビリ対象部位（例えば右手ＲＨ）を動かそうと
する生体信号を、より多く発生させるように促すことが可能となる。
【０１１０】
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　次に、本発明の第５実施形態について説明する。第５実施形態においては、患者の特徴
的な生体信号を検出したときに、当該特徴的な生体信号に基づいて、表示部としての左用
ディスプレイ（図示せず）、右側ディスプレイ５２Ｄに表示される相当部位の映像が動く
点で、第４実施形態における構成とは異なる。これ以外の構成については、第４実施形態
における構成と同様であるため、上述の実施形態における各構成と同様の構成については
、同様の符号を付して説明を省略する。
【０１１１】
　図１２に示すように、特徴的生体信号検出部７１２Ｄによって、生体信号取得部７１１
Ｄが取得した生体信号が筋電計７１３Ｃによって解析され、特徴的な生体信号が検出され
たときに、制御部３０は、検出された特徴的な生体信号に基づき、身体駆動部７１Ｄが駆
動して、リハビリ対象部位（例えば右手ＲＨ）が動くように身体駆動部７１Ｄに対して制
御を行う。これと同時に、右側ディスプレイ５２Ｄにおいて身体駆動部７１Ｄの駆動の動
きに同期した相当部位（例えば左手ＬＨ）の映像が表示されるように、制御部３０は、左
用ディスプレイ（図示せず）、右側ディスプレイ５２Ｄに対して制御を行う。
【０１１２】
　これにより、特徴的な生体信号を自主的にある程度発生させることが可能な患者は、自
らの意志により特徴的な生体信号を発生させ、リハビリ対象部位（例えば右手ＲＨ）が身
体駆動部７１Ｄによって動かされていることを感じ、これと同時に、右側ディスプレイ５
２Ｄにおいてリハビリ対象部位（例えば右手ＲＨ）の相当部位（左手ＬＨ）が動いている
ことを視覚的に認識することにより、患者自身がリハビリ対象部位（右手ＲＨ）を動かし
ているという自己運動錯覚を、患者に誘起させることができる。この結果、患者において
、患者自身の意志により、より高い頻度で、特徴的な生体信号が発生することを促すこと
が可能となる。
　次に、本発明の第６実施形態について図１３を参照して説明する。図１３は、本発明の
第６実施形態によるリハビリテーションシステム１Ｅを示す概略図である。
【０１１３】
　第６実施形態においては、左側ディスプレイ５１、右側ディスプレイ５２に代えて、ヘ
ッドマウントディスプレイ５１Ｅが用いられる点で、上述実施形態における構成とは異な
る。これ以外の構成については、上述実施形態における構成と同様であるため、上述の実
施形態における各構成と同様の構成については、同様の符号を付して説明を省略する。
【０１１４】
　図１３に示すように、ヘッドマウントディスプレイ５１Ｅには、患者がヘッドマウント
ディスプレイ５１Ｅを装着しないで患者自身のリハビリ対象部位（例えば右手ＲＨ）を見
た場合と比較して、リハビリ対象部位（例えば右手ＲＨ）の相当部位（例えば左手（図示
せず））が、患者から見て大きく見えるように、リハビリ対象部位（例えば右手ＲＨ）に
重なる位置関係で表示される。このため、左側ディスプレイ５１、右側ディスプレイ５２
を用いる場合よりも、患者にとって適度な明るさや色彩や輝度で、安定して相当部位を視
覚的に認識することができ、自己運動錯覚を安定して容易に誘発することが可能となる。
また、ヘッドマウントディスプレイ５１Ｅは、左側ディスプレイ５１、右側ディスプレイ
５２と比較して携帯性に優れるため、場所を特定されずに、リハビリを行うことができる
。
【０１１５】
　本発明は、上述した実施形態に限定されることはなく、特許請求の範囲に記載された技
術的範囲において変形が可能である。例えば、リハビリテーションシステムの各構成につ
いては、本実施形態におけるリハビリテーションシステム１の各構成に限定されない。
【０１１６】
　例えば、本実施形態におけるリハビリテーションシステム１の構成に加えて、リハビリ
テーション中に患者のリハビリ対象部位に対して感覚刺激を付与するとともに、リハビリ
対象部位に重ねて表示される左側ディスプレイ５１に、あたかも感覚刺激を付与する刺激
付与物によって患者のリハビリ対象部位に対して感覚刺激を付与する様子の映像を表示さ
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せるようにしてもよい。
【０１１７】
　例えば、痛覚による感覚刺激を与える刺激付与物としては、針、安全ピン、ピン車、ル
レット等を用いることができる。また、触覚による感覚刺激を与える刺激付与物としては
、毛筆、綿花、綿棒等を用いることができる。また、温度覚による感覚刺激を与える刺激
付与物としては、電子温度覚計、試験管等を、約４０℃～約４５℃、又は、１０℃前後の
温度として用いることができる。また、振動覚による感覚刺激を与える刺激付与物として
は、音叉等を用いることができる。また、複合感覚（二点識別覚）による感覚刺激を与え
る刺激付与物としては、ノギス、ディバイダー等を用いることができる。複合感覚（識別
覚）による感覚刺激を与える刺激付与物としては、コットン、シルク、ウール等を用いる
ことができる。複合感覚（立体覚）による感覚刺激を与える刺激付与物としては、キー、
コイン、ペン、積み木等を用いることができる。その他の複合感覚による感覚刺激を与え
る刺激付与物としては、アイマスク、イヤープラグ、知覚検査用紙等を用いることができ
る。これらの場合には、例えば、セラピストが、窓１１６（図１）を開けて貫通孔１１７
から刺激付与物を挿入して、患者のリハビリ対象部位に対して接触させてもよい。または
、機械的な構造により、表示部の映像と同期がとれた状態で、自動的に刺激付与物を患者
のリハビリ対象部位に対して接触させてもよい。
【０１１８】
　このような構成とすることにより、表示部としての左側ディスプレイ５１等に表示され
た患者のリハビリ対象部位である左手に相当する相当部位である右手の映像が、あたかも
患者の自己の左手であるかのような自己身体所有感を患者に誘起させることができる。
【０１１９】
　また、例えば、本実施形態では、覆い部材１１は、患者、左側ディスプレイ５１及び右
側ディスプレイ５２、載置台１２等を覆い、これらを収容する暗所を構成したが、これに
限定されない。覆い部材は、少なくとも患者と表示部とを覆い、少なくとも患者及び表示
部を収容する暗所を構成すればよい。
【０１２０】
　また、例えば、載置台としては本実施形態における載置台１２に限定されない。例えば
、載置台としては、一般的な汎用のテーブルを用いてもよい。また、本実施形態では、左
側ディスプレイ５１及び右側ディスプレイ５２の計２つのディスプレイを、リハビリテー
ション用の表示部として用いたが、これに限定されない。例えば、表示部として、１枚の
大きなディスプレイを用いてもよいし、３枚以上のディスプレイを用いてもよい。また、
左側ディスプレイ５１及び右側ディスプレイ５２の計２つのディスプレイに代えて、ヘッ
ドマウントディスプレイを用いてもよい。この場合には、リハビリテーションシステムは
、覆い部材や載置台を有していなくてもよい。
【０１２１】
　また、本実施形態では、左側ディスプレイ５１は、患者の目に対して患者のリハビリ対
象部位である左手が患者から見えないように、左手を遮蔽したが、これに限定されない。
表示部は、患者の目に対して患者のリハビリ対象部位を遮蔽可能であればよい。具体的に
は、例えば、ヘッドマウントディスプレイが用いられて、ソフトウェアが用いられる制御
によりヘッドマウントディスプレイの表示が変化することにより、ヘッドマウントディス
プレイを通して、患者のリハビリ対象部位が遮蔽されたり、遮蔽されなかったりする切替
えが行われてもよい。
【０１２２】
　また、制御部３０は、表示部としての左側ディスプレイ５１に表示される左右反転され
た右手の映像を、動いている状態と静止している状態とで、ランダムなタイミングで交互
に切替えを行うように、左側ディスプレイ５１に対して制御を行ったが、これに限定され
ない。例えば、表示部に表示される左右反転された相当部位の映像を、静止させずに、ず
っと動いている状態で表示してもよい。
【０１２３】
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　また、本実施形態では、右手撮影用カメラ４２により撮像された映像の動きのデータに
ついて、ステップＳ１３において設定された開始判別閾値を超えているか否かを、録画の
開始のトリガとして、撮像開始を行うように、右手撮影用カメラ４２に対して制御を行い
、また、停止判別閾値を超えているか否かを、録画の終了のトリガとして、撮像終了を行
うように、右手撮影用カメラ４２に対して制御を行ったが、これに限定されない。制御部
は、撮像装置による撮像開始及び撮像終了を相当部位の動作に基づいて行うように、撮像
装置に対して制御を行えばよい。また、制御部は、撮像装置による撮像開始及び撮像終了
を、相当部位の動作に基づいて行うことに代えて、他のトリガ、例えば、筋電や脳波を用
いてもよい。
【０１２４】
　また、本実施形態では、患者のリハビリ対象部位は左手であったが、これに限定されな
い。例えば、患者のリハビリ対象部位は右手であってもよく、また、左足や右足であって
もよい。
【０１２５】
　また、例えば、左手撮影用カメラ４１Ａ、右手撮影用カメラ４２Ａで撮影した像を左側
ディスプレイ５１及び右側ディスプレイ５２に表示する表示の手順及び表示の対象は、本
実施形態による表示の手順及び表示の対象に限定されない。
【０１２６】
　例えば、患者のリハビリ対象部位が左手である場合に、先ず、左手撮影用カメラ４１Ａ
、右手撮影用カメラ４２Ａでそれぞれ撮影した像を、左側ディスプレイ５１及び右側ディ
スプレイ５２にそれぞれ表示する。患者は、それをしばらくの間見続ける。このときには
、右側ディスプレイ５２Ａに表示されている患者の右手は、患者の意図したとおりに動い
ているが、左側ディスプレイ５１Ａに表示されている患者の左手は、患者の意図したとお
りに動いていない。
【０１２７】
　次に、例えば、所定時間後であって、患者に気がつかれないように患者の右手の動きが
少なくなったタイミング等で、左側ディスプレイ５１上であって今まで患者の左手が表示
されていた位置に一致させる位置関係で、右手撮影用カメラ４２Ａで撮影した患者の右手
を左右反転させて、左側ディスプレイ５１上に表示する。このような撮影及び表示を行っ
てもよい。
【０１２８】
　また、第２実施形態では、左側ディスプレイ５１Ａ及び右側ディスプレイ５２Ａの表示
面としての左側ディスプレイ部５１１Ａ、右側ディスプレイ部５２１Ａは、患者の前方へ
患者から遠ざかるにつれて上方へ向かうように傾斜し、且つ、患者の矢状面を中心として
左方向、右方向のそれぞれに沿って上方へ向かうように傾斜し、且つ、患者の前方の位置
であって患者の矢状面上の位置を中心として水平方向に平行に回転させられた位置関係を
有していたが、この構成に限定されない。
【０１２９】
　例えば、左側ディスプレイ５１Ａ及び右側ディスプレイ５２Ａの表示面（左側ディスプ
レイ部５１１Ａ、右側ディスプレイ部５２１Ａ）は、全く傾斜せず、且つ、全く回転して
いなくてもよい。また、例えば、左側ディスプレイ５１Ａ及び右側ディスプレイ５２Ａの
左側ディスプレイ部５１１Ａ、右側ディスプレイ部５２１Ａは、患者の前方へ患者から遠
ざかるにつれて上方へ向かうように傾斜しているが、患者の矢状面を中心として左方向、
右方向のそれぞれに沿って上方へ向かうように傾斜はしておらず、更に、患者の前方の位
置であって患者の矢状面上の位置を中心として水平方向に平行に回転させられていない位
置関係を有していてもよい。また、例えば、左側ディスプレイ５１Ａ及び右側ディスプレ
イ５２Ａの左側ディスプレイ部５１１Ａ、右側ディスプレイ部５２１Ａは、患者の前方へ
患者から遠ざかるにつれて上方へ向かうように傾斜し、且つ、患者の矢状面を中心として
左方向、右方向のそれぞれに沿って上方へ向かうように傾斜しているが、患者の前方の位
置であって患者の矢状面上の位置を中心として水平方向に平行に回転させられていない位
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傾斜角度、回転角度の値は、第２実施形態における左側ディスプレイ５１Ａ、右側ディス
プレイ５２Ａの傾斜角度、回転角度の値に限定されず、また、これらの角度は、調整可能
であってもよく、固定されていてもよい。
【０１３０】
　また、左側ディスプレイ５１Ａの下面、右側ディスプレイ５２Ａの下面の、像反射部と
しての鏡５１３Ａ、５２３Ａは、それぞれ左側ディスプレイ５１Ａの下面に位置している
患者の左手を１回反射し、右側ディスプレイ５２Ａの下面に位置している患者の右手を１
回反射したが、これに限定されない。例えば、他の鏡も用いて、２回以上反射してもよい
。
【０１３１】
　また、本発明に係るリハビリテーションシステム、リハビリテーション用プログラム、
リハビリテーション方法の対象患者は、上記のような片麻痺患者等に限定されない。
　例えば、怪我や病気によって四肢を切断した後に、当該切断した四肢に痛みを感じる幻
肢痛や、骨折等の怪我により局所的な部位（四肢等）の安静を強いられた後、当該部位に
慢性的に残る疼痛のように、創傷部位が治癒した後に残存する痛みを有する患者を対象と
してもよい。
【０１３２】
　この場合、当該患者の創傷部位をリハビリ対象部位として、本発明に係るリハビリテー
ションシステム、リハビリテーション用プログラム、リハビリテーション方法を用いてリ
ハビリテーションを実施することにより、当該部位に残存する疼痛が低減し、または消失
するという作用が期待される。
【符号の説明】
【０１３３】
１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄ、１Ｅ　　リハビリテーションシステム
１１　　覆い部材
３０　　制御部
４１Ａ　　左手撮影用カメラ（撮像装置）
４２Ａ　　右手撮影用カメラ（撮像装置）
５１、５１Ａ　　左側ディスプレイ（表示部）
５２、５２Ａ、５２Ｂ、５２Ｃ、５２Ｄ　　右側ディスプレイ（表示部）
７１Ｂ、７１Ｃ、７１Ｄ　　身体駆動部
１２７Ａ　　対象部位収容空間
１２８Ａ　　前腕支持部材
５１１Ａ　　左側ディスプレイ部（表示面）
５１３Ａ、５２３Ａ　　鏡（像反射部）
５２１Ａ　　右側ディスプレイ部（表示面）
７１１Ｃ、７１１Ｄ　　生体信号取得部
７１２Ｃ、７１２Ｄ　　電極
７１３Ｃ、７１３Ｄ　　筋電計
７１４Ｃ　　特徴的生体信号検出部
ＬＨ　　左手（相当部位、対象部位）
ＲＨ　　右手（相当部位、対象部位）
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